
 

第４号議案  

流山都市計画流山９丁目地区地区計画の決定について  

〔流山市決定〕  



流山都市計画地区計画（流山市決定） 

名 称 流山９丁目地区地区計画 

位 置 
流山市流山４丁目、流山５丁目、流山６丁目及び流山９丁目の各一

部の区域 

面 積 約 5.2ha 

地 区 計 画 の 目 標 

本地区は、流鉄流山線平和台駅の南西に位置し、西側に県道松戸

野田線が隣接しており、商業地域としての土地利用がされている地

区である。 

このため、地域の特徴を活かしながら、近隣住民の日常生活を支

える生活関連施設の立地を誘導し、流山市における地域生活拠点の

形成を目標とする。 

区域の整備、開発及び保全に関

する方針 

（土地利用の方針） 

日常生活に対応したサービスを提供する商業施設を誘導すると

ともに、良好な都市環境の形成を図る。 

（建築物等の整備の方針） 

地区の環境を阻害する建物用途の制限を行うとともに、敷地の

細分化の防止、ゆとりある街並みの形成及び緑あふれるまちづく

りを図ることから、建築物等の用途の制限及び建築物の敷地面積

の最低限度並びに壁面の位置の制限を行う。 
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建築物等の用途の

制限 

次に掲げる建築物は、建築してはならない。 

①戸建住宅（長屋で３戸以下のものを含む。）

②寄宿舎又は下宿

③倉庫業を営む倉庫

④射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する

もの

⑤風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23年法

律第 122 号）（以下「風営法」という。）第２条第１項各号に規定

する風俗営業の用に供する建築物

ただし、建築基準法別表第二(ち)項第二号を除く

⑥風営法第２条第６項各号に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同

条第９項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用に供する建築物

ただし、建築基準法別表第二(ち)項第三号を除く

建築物の敷地面積

の最低限度 
３００㎡ 

壁面の位置の制限 
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線まで

の距離は、１ｍ以上とする。 

「区域及び地区整備計画の区域は、計画図表示のとおり。」 
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流山都市計画地区計画の決定理由

本地区は、流鉄流山線平和台駅の南西に位置し、西側に県道松戸野田

線が隣接しており、大型商業施設等が立地している。  

当該地区は、流山市都市計画マスタープランにおいて、地域生活拠点

として位置付けられ、近隣住民の日常生活を支える生活関連施設の立地

を誘導することとしており、また、都市計画区域の整備、開発及び保全

の方針において、平和台駅周辺に地域生活拠点的な商業地を配置するこ

ととしている。  

そこで、地域の特徴を活かしながら、近隣住民の日常生活を支える生

活関連施設の立地を誘導し、流山市における地域生活拠点の形成を目指

すことから、地区計画を決定するものである。  
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